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様式第２号の１
	様式第１号別紙３（１）又は別紙４（２）①の施設等の番号
	



森林法第10条の２第１項の特例措置
（地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の２第４項第２号）関係

	森林法第10条の２第１項の特例の適用を受けようとする者
	住　所
	

	
	氏 (ふり)　名 (がな)
又は
名　称
	

	開発行為に係る森林 の

所	在	場	所
	市

郡
	町
大字村
	
字
	
地番

	開発行為に係る森林 の

土	地	の	面	積
	

	
開発行為の着手予定年月日
	

	
開発行為の完了予定年月日
	

	
備
	
考
	



（注）１　面積は、実測とし、ヘクタールを単位として小数第４位まで記載すること。
２　開発行為を行うことについて環境影響評価法（平成９年法律第81号）等に基づく環境影響評価手続を必要とする場合には、「備考」欄にその手続の状況を記載すること。
３　「開発行為に係る森林の所在場所」欄には、その記載事項が地域脱炭素化促進施設等の用に供する土地の所在及び地番と同じ内容となる場合にあっては、「別紙と同じ」と記載すること。
４　「開発行為に係る森林の土地の面積」欄には、その記載事項が地域脱炭素化促進施設等の用に供する土地の面積と同じ内容となる場合にあっては、「別紙と同じ」と記載すること。
５　「開発行為の着手予定年月日」欄及び「開発行為の完了予定年月日」欄には、これらの記載事項が地域脱炭素化促進施設等の整備を行う期間と同じ内容となる場合にあっては、「別紙と同じ」と記載すること。
６　「開発行為の施行体制」欄には、開発行為の施行者を記載するとともに、その施行者に防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類を添付すること。なお、申請時において開発行為の施行者が確定していない場合における当該欄の記入については、開発行為に着手する前に必要な書類を提出することを誓約する書類等の提出をもってこれに代えることができる。

（添付書類）
以下の書類を添付すること。
（１）当該行為に係る森林の位置図及び区域図（整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面において、当該行為に係る森林の位置及び区域を明らかにした場合には、省略できる。）
（２）当該行為に関する計画書
（３）当該行為に係る森林について当該行為の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
（４）申請者が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団　体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。）の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
（５）当該行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合（法第22条の２第４項各号（第２号を除く。）に掲げる行為に係る場合を除く。）には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類（既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類）
（６）当該行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
[bookmark: 別記様式第2の2森林法第34条第１項の特例措置]（７）その他必要と認める書類
